
1 

 

訴   状 

 

令 和 4 年 4 月 20 日  

東 京 地 方 裁 判 所 民 事 部  御 中  

原 告 ら 訴 訟 代 理 人 弁 護 士  福 永  活 也    

 

当 事者 の表示 

〒 1 2 4 - 0 0 2 3  東 京 都 葛 飾 区 西 新 小 岩 1 - 3 - 4 - 5 1 3  

原     告       立  花   孝  志  

 

〒 2 7 3 - 0 0 0 5  千 葉 県 船 橋 市 本 町 一 丁 目 1 1 番 2 9 - 1 0 1 号  

      原     告  NHK 受 信料 を支 払 わな い国 民を 守る党 

       上 記 原 告 代 表 者      立  花   孝  志  

 

（ 送 達 場 所 ）  

〒 107-0061 東 京 都 港 区 北 青 山 二 丁 目 14 番 4 号 the ARGYLE aoyama 8 階  

ひ と り 親 支 援 法 律 事 務 所  

電 話  03-6447-4437  FAX 03-6774-8436 

上 記 原 告 ら 訴 訟 代 理 人 弁 護 士  福  永   活  也   

〒 154-0024 東京都世田谷区三軒茶屋 2-11-22 サンタワーズセンタービル 5 階      

被     告         綾 野 剛 こ と 川 井 剛  

〒 154-0024 東京都世田谷区三軒茶屋 2-11-22 サンタワーズセンタービル 5 階      

被     告  株式会社トライストーン・エンタテイメント 

        上 記 被 告 代 表 者 代 表 取 締 役   山  本   又 一 朗  
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債 務 不 存 在 確 認 等 事 件  

訴 訟 物 の 価 額  171 万 円  

貼 用 印 紙 額   14,000 円  

請 求の 趣旨 

1 原 告 ら の 被 告 ら に 対 す る 別 紙 動 画 目 録 記 載 の 各 動 画 の 削 除 義 務 が 存 在

し な い こ と を 確 認 す る  

2 被 告 ら は 、 原 告 立 花 孝 志 に 対 し 、 連 帯 し て 、 金 110,000 円 及 び こ れ に

対 す る 令 和 4 年 4 月 19 日 か ら 支 払 済 み ま で 年 3 分 の 割 合 に よ る 金 員 を

支 払 え  

3 訴 訟 費 用 は 被 告 ら の 負 担 と す る  

と の 判 決 及 び 第 2 項 に つ き 仮 執 行 の 宣 言 を 求 め る 。  

 

請 求の 原因 

第 1 当 事 者  

1 原 告 ら  

原 告 立 花 孝 志 （ 以 下 「 原 告 立 花 」 と い う ） は 、 現 在 、 原 告 NHK 受 信

料 を 支 払 わ な い 国 民 を 守 る 党 （ 以 下 「 原 告 N 党 」 と い い 、 原 告 立 花 と

合 わ せ て 「 原 告 ら 」 と い う ） の 党 首 で あ り 、 フ ォ ロ ワ ー 約 41 万 人 を 抱

え る YouTube チ ャ ン ネ ル を 運 用 し て い る 人 物 で あ る （ 甲 1）。  

ま た 、 原 告 立 花 孝 志 は 、 令 和 4 年 1 月 20 日 、 威 力 業 務 妨 害 罪 で 懲 役

2 年 6 か 月 、 執 行 猶 予 4 年 の 有 罪 判 決 を 受 け て お り 、 執 行 猶 予 中 の 身 分

で あ る （ 甲 2）。  

2 被 告 ら  

被 告 綾 野 剛 こ と 川 井 剛 （ 以 下 「 被 告 綾 野 」 と い う ） は 、 芸 能 事 務 所

で あ る 被 告 株 式 会 社 ト ラ イ ス ト ー ン ・ エ ン タ テ イ メ ン ト （ 以 下 「 被 告

会 社 」 と い い 、 被 告 綾 野 と 合 わ せ て 「 被 告 ら 」 と い う ） に 所 属 し て い



3 

 

る 俳 優 で あ る （ 甲 3 及 び 4）。  

 

第 2 被 告 ら か ら 原 告 ら に 対 す る 警 告  

1 被 告 ら か ら 原 告 ら に 対 す る 警 告 （ 甲 5）  

 被 告 会 社 、 及 び 、 被 告 綾 野 は 被 告 会 社 を し て 、 原 告 ら に 対 し 、 原 告

立 花 が 自 身 の YouTube チ ャ ン ネ ル に お い て 、 訴 外 東 谷 義 和 氏 （ 以 下

「 訴 外 東 谷 」 と い う ） が 開 設 し た 「 ガ ー シ ー チ ャ ン ネ ル 」 の 内 容 を 引

用 し な が ら 、 被 告 綾 野 が 17 歳 の 女 性 と 性 的 行 為 に 及 ん だ と 断 定 し た 上

で 、 被 告 綾 野 が ド ラ マ の 主 演 を 務 め る こ と は 不 適 切 で あ る と 指 摘 し 、

さ ら に は 、 被 告 綾 野 が テ レ ビ CM に 出 演 し て い る 企 業 の 製 品 の 不 買 を

呼 び 掛 け る な ど し 、 ま た 、 原 告 ら が こ れ ら 事 項 に つ き 、 令 和 4 年 4 月

13 日 放 送 の 参 議 院 石 川 県 選 挙 区 選 出 議 員 補 欠 選 挙 に 関 す る 政 見 放 送 で

も 言 及 し て い る こ と を 前 提 に 、 こ れ ら 原 告 ら の 行 為 は 被 告 綾 野 の 名 誉

を 著 し く 毀 損 す る 行 為 で あ り 、 そ の 余 の 発 言 を 含 め て 、 被 告 ら が 芸 能

界 で 築 き 上 げ て き た 社 会 的 信 用 を 貶 め 、 そ の 業 務 を 妨 害 す る 行 為 と し

た 上 、 こ れ ま で に 原 告 立 花 が 公 開 し た 被 告 綾 野 に 関 す る 虚 偽 の 風 評 を

流 布 す る 動 画 を 直 ち に 削 除 す る よ う 求 め る 警 告 書 を 書 留 内 容 証 明 郵 便

に て 送 付 し 、 こ れ が 令 和 4 年 4 月 19 日 、 原 告 ら に 到 達 し た （ 以 下 「 本

件 警 告 」 と い う ）。  

2 本 件 警 告 の 解 釈  

 本 件 警 告 は 、 送 付 元 の 名 義 人 は 被 告 会 社 で あ る が 、 原 告 ら に よ る 行

為 の 被 害 対 象 者 は 被 告 ら と し て お り 、 実 質 的 に は 被 告 会 社 、 及 び 、 被

告 綾 野 が 被 告 会 社 を し て 共 同 で 警 告 し た も の と 理 解 で き る 。  

 ま た 、 本 件 警 告 は 、 送 付 先 の 名 義 人 は 原 告 立 花 で あ る が 、 原 告 Ｎ 国

が 実 施 す る 政 見 放 送 に 関 す る 記 載 も さ れ て い る こ と か ら す る と 、 実 質

的 に は 原 告 ら に 対 し て 警 告 し た も の と 理 解 で き る 。  
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 ま た 、 本 件 警 告 内 で 問 題 と さ れ て い る 動 画 は 、 本 件 警 告 書 の 作 成 日

付 が 令 和 4 年 4 月 14 日 で あ る こ と か ら す る と 、 同 日 以 前 に 公 開 さ れ 、

か つ 、 被 告 綾 野 に 関 し て 発 信 す る も の に 限 定 さ れ る が 、 そ れ ら は 別 紙

動 画 目 録 記 載 の と お り で あ る （ 以 下 「 本 件 各 動 画 」 と い う ）。  

 そ し て 、 本 件 警 告 に よ れ ば 、 本 件 各 動 画 が 被 告 ら に 対 す る 名 誉 権 侵

害 と な る こ と を 理 由 と し て 、 原 告 ら は 被 告 ら に 対 し 、 本 件 各 動 画 の 削

除 義 務 を 負 う と の 主 張 が な さ れ て い る も の と 理 解 で き る 。  

 

第 3 本 件 各 動 画 の 削 除 義 務 の 不 存 在 確 認  

1 訴 え の 利 益 （ 訴 訟 要 件 ）  

 被 告 ら は 原 告 ら に 対 し 、 本 件 警 告 書 を 送 付 し 、 そ の 中 で 原 告 ら に よ

る 本 件 各 動 画 の 公 開 行 為 は 、 被 告 ら の 社 会 的 信 用 を 貶 め 、 そ の 業 務 を

妨 害 す る 行 為 で あ る と し て 、 原 告 ら に 対 し て 、 本 件 各 動 画 を 直 ち に 削

除 す る よ う 求 め て い る 。  

 こ れ は 原 告 ら に よ る 本 件 各 動 画 の 公 開 行 為 が 被 告 ら の 名 誉 権 侵 害 に

該 当 す る こ と を 警 告 す る も の で あ る が 、 原 告 ら に お い て は 、 こ れ ら 公

開 行 為 に 違 法 性 は な い も の と 考 え て お り 、 本 件 各 動 画 の 削 除 義 務 の 存

否 に は 原 告 ら 及 び 被 告 ら 間 に お い て 争 い が 生 じ て い る 。  

 し か も 、 本 件 警 告 は 被 告 ら が 弁 護 士 を 代 理 人 と し 、 書 留 内 容 証 明 郵

便 に よ り 原 告 ら に 送 付 さ れ て お り 、 単 な る 注 意 や お 願 い ベ ー ス で の 相

談 に よ る も の で は な く 、 今 後 の 法 的 措 置 も 辞 さ な い 姿 勢 を 感 じ さ せ る

も の で あ り 、 原 告 ら 及 び 被 告 ら に お け る 争 い は 具 体 的 か つ 緊 迫 し た も

の で あ る 。  

 他 方 、 原 告 立 花 は 現 在 執 行 猶 予 中 の 身 分 で あ る が 、 仮 に 本 件 各 動 画

が 被 告 ら の 名 誉 権 を 侵 害 す る 場 合 に は 名 誉 棄 損 罪 に 該 当 し 、 原 告 立 花

の 執 行 猶 予 が 取 り 消 さ れ る こ と も あ り 得 る こ と か ら 、 特 に 原 告 立 花 に
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お い て は 、 本 件 各 動 画 の 公 開 を 継 続 す る 上 で 、 本 件 各 動 画 の 公 開 行 為

が 被 告 ら の 名 誉 権 を 侵 害 す る か 否 か に つ い て 確 定 的 な 判 断 を 求 め る 必

要 が あ る 。  

 し た が っ て 、 原 告 ら に お い て は 、 原 告 ら の 被 告 ら に 対 す る 本 件 各 動

画 の 削 除 義 務 が 存 在 し な い こ と を 確 認 す る 利 益 が 認 め ら れ る 。  

2 本 件 各 動 画 の 公 開 行 為 が 違 法 で な い こ と （ 実 体 要 件 ）  

 原 告 ら に お い て は 、 被 告 ら に よ る 、 本 件 各 動 画 の 削 除 義 務 の 発 生 原

因 事 実 の 主 張 立 証 を 待 っ て 具 体 的 に 反 論 す る 予 定 で あ る が 、 原 告 ら が

公 開 し た 本 件 各 動 画 は 、 い ず れ も 訴 外 東 谷 が 公 開 し た ガ ー シ ー チ ャ ン

ネ ル の 動 画 を 紹 介 し 、 そ の 上 で 、 こ れ ら が 真 実 で あ れ ば 被 告 綾 野 の 行

為 は 不 適 切 で あ り 、 し か る べ き 社 会 的 制 裁 を 受 け る べ き と の 意 見 論 評

を し て い る だ け で あ っ て 、 被 告 ら の 社 会 的 評 価 を 低 下 さ せ る も の で は

な く 、 ま た 、 仮 に 被 告 ら の 社 会 的 評 価 を 低 下 さ せ る 場 合 に も 、 ガ ー シ

ー チ ャ ン ネ ル の 動 画 内 容 を 前 提 に 意 見 論 評 を 行 う に 過 ぎ ず 、 い わ ゆ る

公 正 な 論 評 の 法 理 に よ り 違 法 性 が 阻 却 さ れ る も の で あ る と 考 え て い

る 。  

 し た が っ て 、 原 告 ら の 被 告 ら に 対 す る 本 件 各 動 画 の 削 除 義 務 は 存 在

し な い 。  

 

第 4 本 件 警 告 に よ る 慰 謝 料  

本 件 警 告 は 、 原 告 ら に 対 し 、 突 然 、 弁 護 士 を 代 理 人 と し て 、 書 留 内 容

証 明 郵 便 に よ り 送 付 さ れ て き た も の で あ り 、 原 告 ら の 表 現 の 自 由 を 不 当

に 制 圧 す る も の で あ る 。  

よ っ て 、 特 に 原 告 立 花 に 対 し 、 表 現 の 自 由 と い う 人 格 的 利 益 を 侵 害 す

る も の で あ っ て 、 不 法 行 為 に 該 当 す る 。  

そ し て 、 本 件 警 告 に よ り 原 告 立 花 が 被 っ た 精 神 的 苦 痛 を 慰 藉 す る に は



6 

 

金 10 万 円 を 下 回 ら な い 。  

ま た 、 原 告 立 花 は 本 件 訴 訟 提 起 の た め に 弁 護 士 に 依 頼 し て お り 、 弁 護

士 費 用 相 当 損 害 金 と し て 、 慰 謝 料 本 体 額 の 1 割 に 相 当 す る 金 1 万 円 に つ

い て 、 別 途 請 求 が 認 め ら れ る べ き で あ る 。  

よ っ て 、 被 告 ら は 、 原 告 立 花 に 対 し 、 連 帯 し て 、 金 110,000 円 及 び こ

れ に 対 す る 令 和 4 年 4 月 19 日 か ら 支 払 済 み ま で 年 3 分 の 割 合 に よ る 金 員

を 請 求 で き る 。  

  

第 4 終 わ り に  

よ っ て 、 原 告 ら は 被 告 ら に 対 し 、 原 告 ら の 被 告 ら に 対 す る 本 件 各 動 画

の 削 除 義 務 が 存 在 し な い こ と を 確 認 し 、 ま た 、 原 告 立 花 は 被 告 ら に 対

し 、 不 法 行 為 に 基 づ く 損 害 賠 償 請 求 と し て 、 金 11 万 1000 円 及 び こ れ に

対 す る 本 件 警 告 書 が 原 告 立 花 に 到 達 し た 令 和 4 年 4 月 19 日 か ら 民 法 所 定

の 法 定 利 率 年 3 分 の 割 合 に 基 づ く 遅 延 損 害 金 の 支 払 い を 求 め る 。  

以 上  

 

証 拠方 法  

証 拠 説 明 書 記 載 の と お り  

  

付 属書 類  

 1 訴 状 副 本           2 通  

2 甲 号 証 の 写 し        各 3 通  

 3 証 拠 説 明 書          3 通  
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（ 別 紙 ）  

動 画目 録 

 

 公 開 日 時  動 画 タ イ ト ル  動 画 Ｕ Ｒ Ｌ  

1 R4/03/23 綾 野 剛 【 Ｔ Ｂ Ｓ 】 ｖ ｓ ガ ー

シ ー ｃ ｈ  日 曜 劇 場 オ ー ル

ド ル ー キ ー の 主 役 は こ の ま

ま 綾 野 剛 さ ん に な る の か ？  

https://www.youtube.com/ 

watch?v=MijpMZkOTfk 

2 R4/03/30 綾 野 剛 の 淫 行 を NHK 政 見 放

送 で オ ン エ ア し ま す ！ &ガ ー

シ ー ch の PR を し て 来 ま し

た (^○ ^)放 送 は 4 月 15 日 頃

で す 。  

https://www.youtube.com/ 

watch?v=cHBBjGWd0NY 

3 R4/03/30 綾 野 剛 の 淫 行 を NHK 政 見 放

送 で オ ン エ ア し ま す ！ &ガ ー

シ ー ch の PR を し て 来 ま し

た (^○ ^)放 送 は 4 月 15 日 頃

で す 。 の 解 説 動 画  

https://www.youtube.com/ 

watch?v=MX248SLIq_o 

4 R4/03/31 綾 野 剛 の 淫 行 を NHK 政 見 放

送 で オ ン エ ア し ま す ！ と Ｔ

Ｂ Ｓ 関 係 者 に 伝 え た

ら ・ ・ ・  

https://www.youtube.com/ 

watch?v=uopqPUDTkz0 

5 R4/04/01 綾 野 剛 の 淫 行 を NHK 政 見 放

送 で オ ン エ ア し ま す ！ と ガ

ー シ ー こ と 東 谷 義 和 さ ん に

https://www.youtube.com/ 

watch?v=hUkukWINOY0 
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伝 え た ら ・ ・ ・  

6 R4/04/14 東 谷 和 義 の ガ ー シ ー ch を

NHK 政 見 放 送 で 宣 伝 し ま し

た 【 先 程 は 実 際 に NHK 金 沢

放 送 局 で オ ン エ ア さ れ ま し

た 】  

https://www.youtube.com/ 

watch?v=6mDNLP0T6ro 

 

 


